
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１０月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第３３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１月１０日 ２３時５４分ごろ 

発生場所 高知県室戸市室戸岬南南東方沖 

室戸岬灯台から真方位１６２°１９.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３２°５６.０′ 東経１３４°１８.０′） 

事故等調査の経過  平成２５年３月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 船種船名不詳 

Ｂ 漁船 金
きん

漁
りょう

丸、１８トン 

   ＫＯ２－６０７２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 不明 

Ｂ 機関長Ｂ（船頭）、六級海技士（機関）、一級小型船舶操縦士 

  甲板員Ｂ（インドネシア共和国籍）、乙種甲板部航海当直部員の

認証受有 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 不明 

Ｂ 船首部から左舷中央部にかけて亀裂を伴う破損、ＧＰＳ及び船舶 

電話等のアンテナが破損 

 事故等の経過  Ｂ船は、船長Ｂ、機関長Ｂ及び甲板員Ｂほか５人が乗り組み、機関

長Ｂが、甲板員Ｂを見張りに充てて操船を指揮し、室戸岬南南東方沖

を約７ノットの対地速力で自動操舵によって北進中、レーダー画面で

左舷方約３～４ＭにＡ船の映像を認めた。 

機関長Ｂは、甲板員ＢにＡ船の動静に気を付けること、及び危険を

感じたらすぐに知らせることを指示し、操舵室後部の寝台で休息して

いたところ、衝撃を感じて目が覚め、平成２５年１月１０日２３時５

４分ごろ、室戸岬南南東方沖において、停船して前方を確認したとこ

ろ、Ａ船の船尾を認めたが、その後、Ａ船を確認できなくなった。 

機関長Ｂは、徳島県漁業用牟岐
む ぎ

無線局に事故を連絡したのち、海上

保安部に事故の状況を報告し、Ｂ船は、自力航行して高知県東洋町

甲
かんの

浦
うら

港に帰港した。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約１２～１３m/s、視界 良

好 

海象：海上 白波あり 

 その他の事項  機関長Ｂは、Ｂ船の操船を指揮し、甲板員Ｂを含めた乗組員を２時



 

間交替で見張りに当たらせ、接近する他船を見掛けた際は、機関長Ｂ

が報告を受けて避航していた。 

 甲板員Ｂは、衝突の約３分前にＡ船の右舷灯を視認し、その後、衝

突の危険を感じて機関長Ｂに連絡したと口述したが、機関長Ｂは、連

絡を受けた覚えがなかった。 

Ａ船は、その後、航行していったことから、特定することができな

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

 Ｂ船は、室戸岬南南東方沖を自動操舵で北進中、機関長Ｂが、Ａ船

のレーダー映像を認め、甲板員ＢにＡ船の動静に気を付けること、及

び危険を感じたらすぐに知らせることを指示し、操舵室後部の寝台で

休息していたところ、甲板員Ｂと機関長Ｂとの連絡が適切に行われ

ず、針路及び速力を保持して航行を続けたことから、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ａ船は、特定することができなかったため、衝突に至った状況を明

らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、室戸岬南南東方沖において、Ａ船が航行中、Ｂ船

が北進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 


